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※
「
QR
コ
ー
ド
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は
、
(株
)デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

ー
：
概
要
版
資
料
配
付

◎
：
代
表
会
で
説
明

○
：
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域
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会
で
説
明

No
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件
名

②
担
当
課

③
意
見
募
集

期
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④
結
果
等

公
表

⑤
実
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(施
行
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⑥
対
象
地
域

※
QR
コ
ー
ド

⑧
地
域
分
科
会

の
意
向

⑨
取
り
扱
い
の
決
定

代
表
会

地
域
分
科
会

⑦
概
要

浜
松
市
生
涯
学
習
推
進
大
綱
（
案
）
は
、
市
民
の
生
涯
学
習
活
動
推
進
を
目
的
と
し
て
、
本
市
の
役
割
と
基
本
的
な
方
向
性
や
考
え
方
を
示
す
もの

で
、
社
会
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
な
か
で
、
市
民
の
学
習
要
求
に
沿
っ
た
、
よ
り
効
果
的
な
事
業
展
開
の
指
針
と
な
る
よ
う
改
定
を
行
い
ま
す。

※
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
現
行
の
計
画
を
閲
覧
で
き
ま
す
。
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【
改
定
】
浜
松
市
生
涯
学
習
推
進
大
綱
（
案
）

創
造
都
市
・
文
化
振
興
課

10
〜
11
月

令
和
8年

2月
令
和
8年

4月
市
全
域

令
和
８
年
４
月

○
○

○

関
連
ペ
ー
ジ

○

ー
◎

◎
ー

都
市
機
能
誘
導
区
域

（
浜
松
駅
周
辺
）

関
連
ペ
ー
ジ

ー ○
3

【
新
規
】
浜
松
市
防
災
都
市
づ
く
り
計
画
（
案
）

都
市
計
画
課

10
月

令
和
８
年
２
月

2

【
新
規
】
浜
松
市
中
心
市
街
地
活
性
化
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）

産
業
振
興
課

９
〜
10
月

11
月

⑦
概
要

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
、
中
心
市
街
地
の
中
長
期
的
な
将
来
像
を
目
標
と
し
て
示
す
も
の
で
す
。

※
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
関
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

○
⑦
概
要

様
々
な
災
害
を
対
象
と
し
た
「
被
害
を
予
防
・
軽
減
す
る
空
間
づ
く
り
」
、
「
災
害
時
に
活
動
し
や
す
く
、
対
応
で
き
る
空
間
づ
く
り
」
、
「円

滑
、
速
や
か
、
か
つ
適
切
な
復
旧
・
復
興
」
の
実
現
の
た
め
、
リ
ス
ク
に
対
す
る
課
題
を
整
理
し
、
基
本
的
な
方
針
や
効
果
的
な
施
策
を
示
す
浜松

市
防
災
都
市
づ
く
り
計
画
を
策
定
す
る
も
の
で
す
。

※
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
関
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

関
連
ペ
ー
ジ

令
和
８
年
4月

都
市
計
画
区
域

10
月

令
和
８
年
２
月

○
○

令
和
８
年
３
月

全
市
域

⑦
概
要

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
示
す
土
地
利
用
の
方
針
等
の
実
現
に
向
け
た
土
地
利
用
計
画
制
度
（
用
途
地
域
な
ど
の
都
市
計
画
に
定
め
る
地
域地

区
や
開
発
許
可
制
度
）
の
運
用
方
針
を
示
す
も
の
で
す
。

※
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
で
き
ま
す
。
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【
改
定
】
浜
松
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画

 
 
 
 
（
区
域
施
策
編
）
(案
)

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
推
進
課

11
〜
12
月

令
和
８
年
２
〜
３
月

令
和
８
年
４
〜
５
月

全
市
域

⑦
概
要

浜
松
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
（
区
域
施
策
編
）
は
浜
松
市
域
か
ら
排
出
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
市
民
・
事
業
者
、
市
が
そ
れ
ぞ
れ
求
めら

れ
る
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
相
互
に
連
携
し
て
削
減
す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

国
計
画
の
20
35
・
20
40
年
度
目
標
値
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
市
計
画
の
20
35
・
20
40
年
目
標
値
を
盛
り
込
む
た
め
、
改
定
し
ま
す
。

※
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
現
行
の
計
画
を
閲
覧
で
き
ま
す
。
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【
新
規
】
浜
松
市
土
地
利
用
方
針
（
案
）

都
市
計
画
課

○

都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
HP

○
○

○
○

現
行
計
画

○
◎

○

代表会からの報告事項等について 資料４



20250529 浜名区地域分科会 

浜名区区民生活課 

 
マイナンバーカード電子証明書（暗証番号）の更新手続きについて 

 

【マイナンバーカード電子証明書の有効期限】 

マイナンバーカード電子証明書（暗証番号）の有効期限は発行日から 5回目の誕

生日までです。（カード自体の有効期限は 10 回目の誕生日（未成年は 5回目）まで） 

有効期限前に更新の手続きをお願いします。 

 
 

【電子証明書更新手続きの方法・窓口】 

・事前に手続きに必要な書類がご自宅に郵送されます。手続きは有効期限の３か月

未満になった日から可能です。（裏面に郵送される書類を添付しています。） 

・電子証明書更新手続きは、市内すべての区役所及び行政センター・支所並びに一

部の市民サービスセンターの窓口で可能です。 

 ・手続きの所要時間は 1 人当たり 15 分程度ですが、浜名区役所には来客者が集中

し、受付までの待ち時間が長期化する傾向にありますので、近隣で更新手続き可

能な市民サービスセンターを是非ご利用ください。 

（別添：電子証明書更新手続き窓口一覧） 

・電子証明書の有効期限が切れていても更新手続きは可能です。 

 
＊（参考）電子証明書の有効期限が切れた場合にできなくなること 

 ・コンビニでの住民票等交付サービスの利用 

 ・ｅ－Ｔａｘ等の電子申請 

 ・マイナ保険証としての利用 

  （ただし、有効期限満了日の属する月の末日から 3か月間は、医療機関・薬局 

で顔認証付きカードリーダーによる資格確認が可能です。） 

 

【お問い合わせ先】浜名区役所区民生活課 ℡０５３－５８５－１１１１ 

 

・カード自体の有効期限はカー

ドの券面に「直接」印字 

・電子証明書の有効期限は、 

カード自体の有効期限からマ

イナス 5年です。 

2035 年 5 月 24 日 
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（参考）国から郵送される更新手続きの案内
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20250529 浜北地域分科会：浜名区区民生活課 

電子証明書更新手続き窓口一覧 

◆区役所・行政センター 

【受付時間】 

・午前 8時 30 分〜午後 5 時 15 分 

（土・日曜日、祝日、国民の休日、12 月 29 日から 1 月 3日を除く） 

・毎月第 2 日曜日に電子証明書の更新の日曜窓口を開設（完全予約制） 

 
◆区役所・行政センター以外の窓口一覧 ＊下記 2 点に当てはまる方のみ手続き可能 

・カード所有者本人が窓口に来庁できる 

・カード所有者本人が日本国籍である 

【受付時間】 

・午前 8時 30 分〜午後 4 時 30 分 

（土・日曜日、祝日、国民の休日、12 月 29 日から 1 月 3日を除く） 

名称 電話番号 名称 電話番号 

【中央区】 【浜名区】 

中央区役所 区民生活課 053-457-2128 浜名区役所 区民生活課 053-585-1111 

東行政センター 

（証明・届出担当） 
053-424-0153 

北行政センター 

（証明・届出担当） 
053-523-1116 

西行政センター 

（証明・届出担当） 
053-597-1115 【天竜区】 

南行政センター 

（証明・届出担当） 
053-425-1346 天竜区役所 区民生活課 053-922-0019 

名称 電話番号 名称 電話番号 

【中央区】 白脇協働センター 053-442-3441 

駅前市民サービスセンター 

（遠鉄百貨店新館 9Ｆ） 
053-458-2130 三方原協働センター 053-436-1105 

高丘葵市民サービスセンター 053-420-2011 【浜名区】 

北部市民サービスセンター 053-437-5355 引佐支所 053-542-1111 

高台協働センター 053-473-7033 三ヶ日支所 053-524-1111 

曳馬協働センター 053-465-6799 新都田市民サービスセンター 053-428-9221 

佐鳴台協働センター 053-447-4974 【天竜区】 

積志協働センター 053-434-0004 春野支所 053-983-0001 

蒲協働センター 053-465-4404 佐久間支所 053-966-0002 

舞阪支所 053-592-2111 水窪支所 053-982-0002 

飯田市民サービスセンター 053-468-1233 龍山支所 053-966-2113 
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【積志協働センター】 

 住住記所：浜松市中央区積志町１８２５番地 

 電話番号：０５３－４３４－０００４ 

 

 

 

【新都田市民サービスセンター】 

 住電話所：浜松市浜名区新都田三丁目 13 番 1 号 

 電話番号：０５３－４２８－９２２１ 

 

新都田市民サービスセンター 

（サーラ音楽ホール東隣り） 

積志協働センター 

（積志交番西隣り） 
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令和７年５月 29 日 

 

浜松市浜北温泉施設あらたまの湯の休館について 

 

  浜名区まちづくり推進課 

１．背景 

 浜松市浜北温泉施設あらたまの湯は、浜名区四大地に平成 19年４月１日に開館し、本

年 19年目を迎えた。 

 開館以降長期間経過したことによる施設、設備の経年劣化の修繕工事を実施するため、

令和８年度一年間を休館とする。 

 

２．令和 8 年度に予定している主な工事 

 ・浴室木部改修工事  

 ・露天風呂デッキ修繕工事 

・サウナ全体改修工事  

・照明取替（LED 化）工事  

・給湯設備改修工事 

 

３．周知の方法 

 ・広報はままつに掲載予定（令和 7 年９月） 

 ・浜松市及び施設ホームページ・SNS に掲載予定 

 ・施設内への掲示及び来場者への周知予定 

 ・施設付近への案内看板の掲示予定 

 

※浜松市浜北温泉施設あらたまの湯施設概要 

 所在地：浜松市浜名区四大地９番地の 921 

 建築年：平成１９年４月 

 主な施設：内風呂 露店風呂 貸切風呂 リラクゼーション 食堂 売店コーナー 

      足湯 物産店 

資料６


